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平成２４年６月２６日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 供託金還付請求権取立権確認請求事件 

口頭弁論終結日 平成２４年５月２９日 

 

判     決 

原  告     国 

被  告     Ｚ株式会社訴訟引受人  

株式会社Ｙ 

              （以下「被告引受人」という。） 

脱退被告        Ｚ株式会社 

 

主     文 

１ 原告と被告引受人との間において、別紙供託金目録記載の供託金につき、原

告が還付請求権の取立権を有することを確認する。 

２ 訴訟費用は被告引受人の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

主文同旨 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、原告が、国税徴収法６２条の規定に基づき差押えをした債権につき

債権譲渡を受けたと主張するＺ株式会社を被告として、当該債権に係る第三債

務者が供託した供託金の還付請求権について差押えをした上で、当該債権譲渡

が無効であると主張して、原告が上記供託金の還付請求権の取立権を有するこ

との確認を求めた事案であり、本件訴訟の係属後、被告であるＺ株式会社から

被告引受人に対して、当該供託金の還付請求権及びこれに附帯する利息が譲渡
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されたため、訴訟引受の申立てに基づき、被告引受人が本件訴訟を承継すると

ともに、被告であるＺ株式会社（以下、単に「脱退被告」と表記する。）が脱

退した。 

２ 争いのない事実等（以下の事実は、当事者間に争いがないか、弁論の全趣旨

により認定することができるものである。） 

（１）原告の滞納会社に対する租税債権の存在 

原告（所轄庁・札幌北税務署長）は、北海道所在の有限会社Ａ（以下「滞

納会社」という。）に対し、平成２２年５月１８日現在、別紙１租税債権目

録（１）記載のとおり、既に納期限を経過した消費税及び地方消費税合計３

１万８５９５円の租税債権（以下「本件租税債権」という。）を有していた。 

その後、本件租税債権は、平成２２年５月２８日現在、別紙２租税債権目

録（２）記載のとおり合計３１万９５９５円、平成２３年６月１０日現在、

別紙３租税債権目録（３）記載のとおり合計３５万５７９５円となっており、

さらに、上記租税債権の額に平成２３年６月１１日以降に発生した国税通則

法所定の延滞税が加算された全額が未納となっている。 

（２）原告による差押え 

ア 滞納会社は、平成１１年８月１７日、東京都所在の株式会社Ｂ（以下「第

三債務者」という。）との間で、滞納会社が第三債務者から受注する工事

について工事請負基本契約（以下「本件契約」といい、本件契約の際に作

成された工事請負基本契約書を「本件契約書」という。）を締結した。 

なお、本件契約書の第４５条には、滞納会社は、第三債務者の書面によ

る承諾を得ない限り、本件契約又は個別契約により生ずる一切の権利義務

（債権及び債務を含む。）の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担

保に供してはならない旨の譲渡禁止特約（以下「本件譲渡禁止特約」とい

う。）が規定されている。 

イ 滞納会社は、平成２２年４月１０日の時点で、第三債務者に対し、本件
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契約に基づく両引扉４組及び両開扉４組の修理代金６３万円の支払請求権

（以下「本件債権」という。）を有していた。 

ウ 原告は、別紙１租税債権目録（１）記載の租税債権を徴収するため、平

成２２年５月１８日、国税徴収法６２条の規定に基づき、本件債権を差し

押さえたところ、債権差押通知書は、同月２１日に第三債務者に送達され

た。 

（３）債権譲渡及び債権譲渡通知書の送達 

ア 滞納会社は、平成２０年１０月３０日、脱退被告及び保証会社であるＣ

株式会社（以下「脱退被告ら」と総称する。）との間で、集合債権譲渡契

約（以下「本件譲渡契約」といい、本件譲渡契約の際に作成された集合債

権譲渡契約証書を「本件譲渡契約書」という。）を締結し、本件譲渡契約

書第２条別紙「譲渡債権の表示」のとおり、滞納会社の第三債務者に対す

る平成２０年７月３０日から平成２３年１２月７日までに発生する工事請

負代金債権を譲渡し（以下「本件債権譲渡」という。）、脱退被告らは、

平成２０年１２月８日、本件債権譲渡について、債権譲渡登記をした。 

イ 本件譲渡契約書の第７条１項には、「債務者（注；滞納会社を指す。）

は、議渡債権につき無効、取消原因、相殺、譲渡禁止特約等による抗弁事

由その他一切の瑕疵がないことを保証します。」との条項（以下「本件保

証条項」という。）が設けられている。 

ウ 脱退被告は、平成２２年５月１１日、第三債務者に対し、動産及び債権

の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律４条２項に基づく通

知であるとする「債権譲受通知書」を送付した。 

（４）第三債務者による供託及び原告による還付請求権の差押え 

ア 第三債務者は、上記（３）の通知書を受領したものの、本件債権には「譲

渡禁止の特約があり、譲受人の善意・悪意が不明なため、債務者の過失な

くして真の債権者を確知できない」として、平成２２年５月２６日、法令
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条項を民法４９４条、被供託者を滞納会社又は脱退被告として、本件債権

の全額である６３万円を東京法務局に平成２２年度金第  号をもって供

託した（以下「本件供託金」という。）。 

イ 原告は、別紙２租税債権目録（２）記載の租税債権を徴収するため、平

成２２年５月２８日、国税徴収法６２条の規定に基づき、滞納会社が有す

る本件供託金の還付請求権を差し押さえ、同月３１日、債権差押通知書を

東京法務局供託官に送達した。 

（５）脱退被告から被告引受人に対する還付請求権の譲渡 

脱退被告は、平成２３年１２月１９日、被告引受人に対して、別紙供託金

目録記載の供託金の還付請求権及びこれに附帯する利息を譲渡し、当該債権

譲渡につき、国（東京法務局供託官）に対し、同月２７日到達の内容証明郵

便をもって、民法４６７条に基づく通知をした。（弁論の全趣旨） 

３ 争点及び争点に関する当事者の主張 

本件の争点は、本件債権譲渡が無効であるかどうかであり、具体的には、（１）

原告は、本件債権譲渡の無効を主張することができるか、（２）本件譲渡禁止

特約の存在を脱退被告が知らなかったことについて重大な過失があるかどうか

である。 

（１）争点１（原告は本件債権譲渡の無効を主張することができるか） 

（原告の主張） 

本件においては、原告は、差押債権者という立場であり、債権者（債権譲

渡人）そのものではなく、譲渡禁止特約に反した行為を行っているものでは

ないから、本件債権譲渡が譲渡禁止特約に反し、無効なものであることを主

張することが許されないと解する理由はない。被告引受人が指摘する最高裁

判決（後述参照）は、譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した債権者自らが、

譲渡禁止特約の存在を理由に、譲受人に対して、当該債権譲渡の無効を主張

して、認められなかった事例であり、本件とは事案が異なるから、本件には
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当該判決の射程は及ばないことは明らかである。 

そして、原告は、本件債権及び本件供託金の還付請求権を差し押さえた結

果、その取立権を独自のものとして取得したものであり、本件債権譲渡の有

効・無効につき、固有の重大な利害関係を有しているのであるから、その無

効を主張することができる者に当たるというべきである。 

（被告引受人の主張） 

債権譲渡禁止特約は、債務者の利益を保護するためのものであり、債務者

以外の者は、債権譲渡禁止特約が存在することを理由に債権譲渡の無効を主

張する独自の利益を有さず、したがって、債権譲渡禁止特約により保護され

る債務者に譲渡の無効を主張する意思があるとことが明らかであるなどの特

段の事情がない限り、保護の対象ではない債務者以外の者が、無効を主張す

ることは許されないと解されるので、民法４６６条２項にいう無効の主張権

者の範囲は限定的に解釈されるべきである。（最高裁判所平成２１年３月２

７日第二小法廷判決・民集６３巻３号４４９頁参照） 

（２）争点２（本件譲渡禁止特約の存在に係る脱退被告の重過失の有無） 

（原告の主張） 

ア 一般に、指名債権については、その譲渡を禁止する特約を付することが

でき（民法４６６条２項本文）、これに反する債権譲渡は、譲受人が当該

特約の存在につき、善意、無重過失でない限り（同項ただし書）、物権的

に無効である。 

イ 本件債権については、本件譲渡禁止特約が存在しており、仮に脱退被告

がこの存在を知らなかったとしても、脱退被告の立場等に照らせば、以下

のとおり、本件譲渡禁止特約を知らなかったことについて重大な過失があ

ると評価することができる。 

（ア）脱退被告は、銀行法に基づき銀行業を営む者であり、中小企業等向け

融資及び定期預金の受入れを事業内容とする銀行であり、一般に、銀行
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は、独占的に銀行取引を業とする組織体として、銀行取引（とりわけ融

資及び担保）に関し、実務上及び法律上の高度な専門的知識・経験並び

にこれらの点に関する高い調査能力を有しており、脱退被告のような銀

行が融資の際の担保として集合債権譲渡担保による債権譲渡登記を利用

するに当たり、当該債権に譲渡禁止特約が付されているかどうかを確認

することは、基本中の基本であり、これをしないで、漫然と当該債権を

譲り受けた場合には、仮に当該特約の存在を知らなかったとしても、そ

のことに重大な過失があるものといえる。 

（イ）本件譲渡禁止特約は、本件契約書第４５条に明記されており（甲２参

照）、また、脱退被告は、自身のホームページにおいても「ご融資契約

時、債権譲渡に関する契約書類をお預かりさせていただきます。」と広

く周知しているのであるから（甲１４参照）、脱退被告が譲渡禁止特約

の有無を調べれば、容易にその存在を認知することができたものである。 

（ウ）本件債権は工事請負契約により生じたものであるが、工事請負契約に

おいては、発注者が取引先と締結する基本契約等において、工事請負代

金債権に譲渡禁止特約を付することが通例であることは、建設業界はも

とより、脱退被告のような銀行にとっても、周知・公知の事実である。

このことは、各種の建設工事標準請負契約約款（甲１７から２０まで参

照）においても、そのすべてに譲渡禁止特約が明記されていることから

も明らかであるし、その内容についても、民間（旧四会）連合協定工事

請負契約約款委員会のホームページにおいて公開されており、脱退被告

が本件債権を譲り受けた平成２０年当時においても、その内容を知るこ

とは容易であった。 

（エ）実際に、脱退被告は、本件譲渡契約以前にも、譲渡禁止特約のある債

権の譲受人となったことから、本件と同様に、国から、譲渡禁止特約を

知らなかったことについて重過失があるとして、供託金還付請求権取立
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権の確認の訴えを提起され、これらの訴訟において、請求を認諾し、又

は請求原因事実を認めて請求認容判決を受けているのであり（甲２３か

ら２５まで参照）、しかも、そのうちの１件は、本件と同じ工事請負代

金債権であったことを考慮すれば、脱退被告は、本件債権譲渡に際して、

工事請負代金債権に譲渡禁止特約が付されることが常態であることを認

識していたと推認されるものである。 

（オ）そして、被告引受人は、脱退被告において滞納会社から譲渡禁止特約

が存在しないことの確認を取っていると主張するが、① 上記のとおり、

脱退被告は、一般的に工事諦負代金債権の譲渡禁止特約の存在を容易に

知り得る立場にあったことは明らかであり、また、② 事業資金の融資

を受けようとする者は、虚偽の事実を申し述べてでも融資が実行される

ことを望むものであり、恒常的に、融資業務に従事していた脱退被告は、

そのことを十分承知しているのであるから、融資の際の担保である本件

債権に係る本件契約書（甲２）の内容について確認をするのが当然であ

るといえる。しかしながら、脱退被告は、滞納会社から本件契約書を提

出させるなどして碓認することもしていないことからすれば、重大な過

失があったと判断されるべきである。 

（被告引受人の主張） 

ア 滞納会社は、本件保証条項において、本件債権について譲渡禁止特約が

付されていないことを保証しており、脱退被告は、これを信用・信頼して、

滞納会社の第三債務者に対する工事請負代金債権を譲渡の対象としたもの

であるから、脱退被告は、本件譲渡禁止特約の存在について、善意である。 

イ 他方、本件譲渡禁止特約は、滞納会社と第三債務者との間の工事請負基

本契約に記載されているのであり、滞納会社は、その存在を秘匿して、上

記アのとおり、本件譲渡契約の際には、譲渡禁止特約が存在しない旨を表

明していることに照らせば、債権譲受人である脱退被告において、悪意と
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同視することができるほどの重大な過失があったと認められるべきいわれ

はない。 

ウ 原告は、脱退被告が譲渡禁止特約の有無を調べれば、容易にその存在を   

認知することができたはずであると主張するが、脱退被告が取引の専門家

である等の理由から一定の調査義務を課されるとの前提に立つとしても、

通常の調査義務違反は、（通常の）過失があると評価されるに止まるもの

であり、重大な過失があると評価されるべきものではない。 

エ 原告は、工事請負契約では、工事請負代金債権に譲渡禁止特約が付され

ることが通例であり、このことは、脱退被告のような銀行にとっては周知

の事実である旨を主張するが、工事請負契約には例外なく譲渡禁止特約が

付されているわけでも、譲渡禁止特約が付されていない工事請負契約がお

よそあり得ないわけでもない。工事請負契約には、それぞれ、その工事規

模、請負代金の大きさ、工期等の特性があり、原告が指摘する工事標準請

負契約約款には、汎用性は認められない。また、注文者と請負人との関係

も一様ではないから、譲渡禁止特約が付されているのが通常であるなどと

いうこともできない。 

そうすると、脱退被告が銀行であることを考慮しても、本件譲渡禁止特

約の存在に気がつかなかったことについて（通常の）過失があると評価さ

れるのはともかく、これをもって悪意と同視することができるほどの重大

な過失があると評価されるべきではない。 

オ 本件債権譲渡契約は、脱退被告の滞納会社に対する貸付けを担保するた

めにされた債権譲渡担保であるが、債権譲渡担保においては、譲渡人の取

引先（第三債務者）に対する信頼性・信用性を損ねないため、第三債務者

へは、債権譲渡がされたことを秘匿しておくのが一般的であり、そのため

に、本件においても、対抗要件は、譲渡通知又は第三債務者による承諾で

はなく、債権譲渡登記をもって具備されているものである。 
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仮に第三債務者へも確認しなければ重過失があると認定されてしまうと

いうことになると、債権譲渡登記の信頼性を大きく損ねることにもなる。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 争点１について 

   前記第２の２（争いのない事実等）で認定した事実経過によれば、原告は、

国税徴収法６２条の規定に基づいて、本件債権及び本件供託金の還付請求権を

差し押さえることにより、取立権を取得したものであるから、本件債権譲渡の

有効性につき、固有の利害関係を有する者であり、その無効を主張することが

できる者に当たると解される。 

この点について、被告引受人が指摘する最高裁判所の判例は、譲渡禁止特約

を締結した債権者自身が、自ら譲渡人として行った債権譲渡を無効であると主

張することができるかどうかについて判断したものであり、本件とは事実を異

にするものであって、上記結論を何ら左右するものではない。 

２ 争点２について 

（１）前記第２の２（争いのない事実等）で認定した事実経過及び弁論の全趣旨

を総合すれば、脱退被告は、滞納会社との間で集合債権譲渡契約の性質を有

する本件譲渡契約を締結するに当たり、集合債権譲渡契約証書（甲６）中に、

滞納会社において譲渡債権について譲渡禁止特約がないこと等を保証する旨

の条項を設けただけであり、本件債権に係る基本契約書（甲２の「工事請負

基本契約書」）その他の契約関係書類の内容・条項を滞納会社に確認するこ

となど何らしなかったものと認められる。 

そして、脱退被告は、銀行法に基づいて、銀行業を営む法人であって、①

本件債権は工事請負契約に基づくものであり、これと同様の工事請負契約に

おいては、譲渡禁止特約が付されていることが通常であることを十分に承知

していたとともに、② 滞納会社に融資をするに当たって、その担保となる

べき本件債権に係る基本契約書その他の契約関係書類の内容・条項等を滞納
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会社に確認しようと思えば、これを容易にすることができたにもかかわらず、

そのような確認をすることなく、漫然と、債権譲渡契約を締結したと考えら

れること等の事情に照らせば、仮に脱退被告が本件譲渡禁止特約の存在を知

らなかったとしても、知らなかったことにつき、重大な過失があると解する

のが相当である。 

（２）この点、被告引受人は、工事請負契約には例外なく譲渡禁止特約が付され

ているわけでも、譲渡禁止特約が付されていない工事請負契約がおよそあり

得ないわけでもなく、工事規模、請負代金の大きさ、工期等の特性があり、

工事標準請負契約約款には、汎用性が認められないし、また、注文者と請負

人との関係も様々であるから、譲渡禁止特約が付されているのが通常である

などということもできないと主張する。 

しかしながら、証拠（甲１６から２２まで）及び弁論の全趣旨によれば、 

① 建設工事に係る工事請負契約に関しては、中央建設業審議会や関係団体

が作成し、契約のひな形として広く使用されている各種約款においても、工

事請負契約により生ずる債権債務（権利又は義務）について譲渡禁止特約が

盛り込まれていること、② これらの各種約款は、書籍等を通じて、一般に

周知のものとなっていること、③ 建設業界の実態としても、ほとんどすべ

ての場合に譲渡禁止特約が付されていること（甲１６・６枚目参照）等の事

情があることが認められる一方で、被告引受人が主張するように、譲渡禁止

特約が付されていない工事請負契約も一般に存在しているのかどうかについ

ては、これを認めるに足りる的確な証拠は、何ら存在しない。 

以上によれば、被告引受人の上記主張は、採用することができない。 

 （３）また、被告引受人は、工事請負代金債権に債権穣渡禁止特約が付されてい

ることは、周知・公知の事実であるとはいえないと主張する。 

しかしながら、上記（２）で認定した事情を総合すれば、当該事実は、建

設業界においては一般に周知・公知であるのみならず、脱退被告のように、



 

 11 

銀行業を営み、融資等の各種業務を遂行する中で、様々な業種を相手方とし

て取引をする者にとっても、当然に承知していたものであると解するのが相

当である（なお、脱退被告自身の認識又は認識可能性に関し、甲２３参照）。 

そうすると、被告引受人の上記主張も、採用することができない。 

（４）さらに、被告引受人は、本件保証条項により、滞納会社が譲渡禁止特約は

存在しない旨を表明していること等の事情に照らせば、脱退被告が銀行であ

ることを考慮したとしても、重大な過失があると評価されるべきではなく、

（通常の）過失があると評価されるべきであると主張する。 

しかしながら、上述したところを総合すれば、脱退被告は、① 工事請負 

契約には、ほとんどの場合に譲渡禁止特約が付されていることを知り、又は

当然に承知していたものと解されるものであり、② 滞納会社への融資を行

うに当たって、本件債権に係る基本契約書等の提示を求めること等により、

本件譲渡禁止特約の存在を容易に知ることができる状祝にあったものと考え

られるのであるから、脱退被告が本件譲渡禁止特約の存在について十分な確

認を怠った点に関しては、重大な過失に該当すると解するのが相当である。 

（５）その他にも、被告引受人は、種々の主張・指摘をするが、いずれも、前記

（１）で述べた結論を左右するに足りるとは認められない。 

（６）そうすると、脱退被告が本件譲渡禁止特約の存在を知らなかったことにつ

いては、重大な過失があると解するのが相当であることになる。 

３ 結論 

以上によれば、原告の本件請求は、理由があることになるから、これを認容

することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法６１条を適用して、主文の

とおり判決する。 
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